
使用済小型家電の回収・リサイクルを始めま

す！  

 

 

 

 

 

矢掛町では、平成２５年３月より不要になった小型の家電製品の回収を始めます。 

小型家電には、レアメタル等の貴重な資源が含まれていますが、「燃えないゴミ」として処分す

ると、「鉄」と「アルミ」しか資源化できません。 

そこで、ごみの減量化と資源化のためにご家庭で不要になった小型家電を回収・リサイクル事

業を始めます。みなさまのご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 



回収場所 

・矢掛町役場庁舎東自転車置場 

・矢掛公民館 

・美川公民館 

・三谷公民館西駐輪場 

・山田公民館 

・川面公民館西駐輪場 

・中川公民館南駐輪場 

・小田公民館西駐輪場 

※各施設の開館日・開館時間内での投入をお願いします。 

 

回収方法 

・各回収場所設置の回収ボックスに投入してください。 

・回収の際には各回収ボックスに設置した小型廃家電回収申込書に記入をお願いします。 

・対象品目以外は回収いたしません。 

・回収ボックスの投入口（縦１５㎝×横３５㎝）に入らないものは対象品目でも回収できません。 

 

注意事項 

・一度回収した小型家電は返却することはできませんのでご注意ください。 

・個人情報は事前に消去してください。 

・異物・ごみなどの小型家電以外のものは、回収ボックスに入れないでください。 

・ＣＤ・ＤＶＤなどのディスク類は対象になりません。 

・家電リサイクル法対象品目（テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機）は、対象品

目外ですので、定められた方法による処理をお願いします。 

 

 

 

小型廃家電回収についてのお問合わせ 

〒７１４－１２９７ 岡山県小田郡矢掛町矢掛３０１８ 

矢掛町役場 町民課 住民環境係 
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